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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第25期

第１四半期
連結累計期間

第26期
第１四半期
連結累計期間

第25期

会計期間
自　平成29年４月１日
至　平成29年６月30日

自　平成30年４月１日
至　平成30年６月30日

自　平成29年４月１日
至　平成30年３月31日

売上高 （千円） 163,057 247,300 815,658

経常損失（△） （千円） △83,660 △73,399 △270,801

親会社株主に帰属する四半期

（当期）純損失（△）
（千円） △75,077 △72,630 △361,058

四半期包括利益又は包括利益 （千円） △75,287 △80,037 △360,216

純資産額 （千円） 377,534 382,865 204,361

総資産額 （千円） 1,175,581 971,079 773,631

１株当たり四半期

（当期）純損失金額（△）
（円） △4.74 △4.42 △22.76

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額
（円） － － －

自己資本比率 （％） 31.1 38.1 26.0

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．第25期第１四半期連結累計期間及び第26期第１四半期連結累計期間は、潜在株式は存在するものの１株当た

り四半期純損失を計上しているため、また、第25期は、１株当たり当期純損失を計上しているため、潜在株

式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額は記載しておりません。

 

２【事業の内容】

　当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている事業の内容

について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第１四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

　また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更があった事項は以下の通りであ

ります。

　なお、本文の将来に関する事項は、四半期報告書提出日（平成30年８月10日）現在において、当社及び連結子会社

（以下、「当社グループ」という。）が判断したものであります。

 

(1）継続企業の前提に関する重要事象等について

　当社グループは、前連結会計年度において営業損失260,912千円及び親会社株主に帰属する当期純損失361,058千

円を計上しております。また、当第１四半期連結累計期間において売上高が前年同四半期に比べて51.7％増加し、

247,300千円となったものの、営業損失76,852千円及び親会社株主に帰属する四半期純損失72,630千円を計上して

おります。現在の低迷した売上状況が継続すれば営業損失が継続し資金繰りに懸念が生じる可能性があります。当

該状況等により継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しております。

　当社グループでは、当該状況を早期に解消又は改善すべく対応策に取り組んでおりますが、現時点では継続企業

の前提に関する重要な不確実性が認められます。なお、継続企業の前提に関する事項及びその対応策に関しまして

は、「第２　事業の状況　２　経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析　(4）継続

企業の前提に関する重要事象等について」に記載しております。

 

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、四半期報告書提出日（平成30年８月10日）現在において当社グループが判断したもの

であります。

 

(1）財政状態及び経営成績の状況

　当社グループの当第１四半期連結累計期間における経営成績の概況は、連結売上高247,300千円（前年同四半期

比51.7％増）となり、大幅な増収となりました。

　これは、スマートフォンアプリ事業の売上高が前年同四半期と比較して大幅に増加したことによります。

　また、スマートフォンアプリ事業の売上高の増加に伴い売上原価が増加しております。

　販売費及び一般管理費につきましては、前年同四半期と比較してマーケティング活動費用が増加したことから、

増加となりました。

　これらの結果、営業損失76,852千円（前年同四半期営業損失81,149千円）、経常損失73,399千円（前年同四半期

経常損失83,660千円）、親会社株主に帰属する四半期純損失72,630千円（前年同四半期親会社株主に帰属する四半

期純損失75,077千円）となりました。

 

　セグメントごとの経営成績の概況は、次のとおりであります。

 

①　日本

　日本セグメントでは、連結子会社Gala Lab Corp.が開発したスマートフォンゲームアプリ「Flyff Legacy（フ

リフレガシー）」日本語版について、開発及び運営業務の効率化を図るため、連結子会社Gala Lab Corp.がグ

ローバルサービスを開始し、平成30年５月にパブリッシャーが連結子会社㈱ガーラジャパンから連結子会社Gala

Lab Corp.に変更になりました。そのため、「Flyff Legacy（フリフレガシー）」日本語版の売上が韓国セグメ

ントで計上されることになったことから日本セグメントの売上が減少いたしました。また、平成28年５月からダ

ウンロード配信を行っている「Arcane（アーケイン）」の売上が減少したため、前期と比較し売上高（内部取引

を含む）が減少いたしました。

　費用面では、「Arcane（アーケイン）」に係るマーケティング活動費用が、前年同四半期と比較して減少して

いるため、販売費及び一般管理費が減少いたしました。

　なお、韓国のゲーム開発会社Fox Games Co.,Ltdが開発したスマートフォンゲームアプリ「FOX-Flame Of

Xenocide-（フォックス）」の日本でのサービス提供に関し、連結子会社㈱ガーラジャパンは、平成30年５月に

ライセンス契約を締結し、日本語版の配信に向けて準備を行っております。

　これらの結果、日本セグメントにおける売上高は22,522千円（内部取引を含む）と前年同四半期比で64,803千

円（74.2％）の減少となり、セグメント損失が49,344千円（前年同四半期は37,661千円の損失）となりました。
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②　韓国

　韓国セグメントでは、、スマートフォンアプリ事業において、連結子会社Gala Lab Corp.が開発したスマート

フォンゲームアプリ「Flyff Legacy（フリフレガシー）」について、平成29年１月の韓国語版のサービス提供開

始以来、当社の強みであるグローバルなネットワークを活かした多言語展開による配信を進めております。ま

た、平成30年５月に開発及び運営業務の効率化を図るため、一部の地域を除き、連結子会社Gala Lab Corp.が

「Flyff Legacy（フリフレガシー）」のグローバルサービスを開始し、売上高が増加いたしました。

　一方、オンラインゲーム事業では、連結子会社Gala Lab Corp.の主力ゲーム「Rappelz（ラペルズ）」及び

「Flyff Online（フリフオンライン）」において、ユーザーへのアイテム販売減少により売上高が減少いたしま

した。

　費用面では、「Flyff Legacy（フリフレガシー）」に係るマーケティング活動費用が、前年同四半期と比較し

て増加しているため、販売費及び一般管理費が増加いたしました。

　これらの結果、韓国セグメントの売上高は241,362千円（内部取引を含む）と前年同四半期比で141,787千円

（142.4％）の増収となり、セグメント損失が27,459千円（前年同四半期は40,831千円の損失）となりました。

 

　当社グループの当第１四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末に比べて178,503千円増加

し、382,865千円となりました。

　主な増減は、資産では、現金及び預金が153,879千円、前渡金が14,000千円、権利金が12,228千円増加いたしま

した。負債では、未払金が10,590千円、長期預り保証金が18,012千円増加いたしました。純資産では、資本金が

125,017千円、資本剰余金が121,776千円増加した一方で、利益剰余金が72,630千円減少いたしました。

 

(2）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第１四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

(3）研究開発活動

　該当事項はありません。

 

(4）継続企業の前提に関する重要事象等について

　当社グループは、「第２　事業の状況　１　事業等のリスク　(1）継続企業の前提に関する重要事象等につい

て」に記載のとおり、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しております。

　当該状況等を解消し、又は改善するための対応策として、スマートフォンゲームアプリの自社グループ開発及び

提供について取り組んでおります。

　当社グループの対応策の詳細は、「第４　経理の状況　継続企業の前提に関する事項」に記載しております。

 

３【経営上の重要な契約等】

　当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 39,292,000

計 39,292,000

 

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末
現在発行数（株）
（平成30年６月30日）

提出日現在発行数
（株）

（平成30年８月10日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 16,513,800 16,513,800

東京証券取引所

JASDAQ

（スタンダード）

単元株式数は100株であ

ります。

計 16,513,800 16,513,800 － －

（注）　「提出日現在発行数」には、平成30年８月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発

行された株式数は含まれておりません。

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

②【その他の新株予約権等の状況】

当第１四半期会計期間において会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

決議年月日 平成30年３月28日

新株予約権の数（個）※ 20,254（注）１

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）※ －

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数（株）※ 普通株式 2,025,400（注）１

新株予約権の行使時の払込金額（円）※ 395（注）２

新株予約権の行使期間 ※
自　平成30年４月13日

至　平成32年４月12日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）※

発行価格　　　395

資本組入額　　197.5

新株予約権の行使の条件 ※ 各新株予約権の一部行使はできない。

新株予約権の譲渡に関する事項 ※
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要す

る。

新株予約権の取得条項に関する事項 ※ （注）３

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ （注）４

※　新株予約権の発行時（平成30年４月13日）における内容を記載しております。

（注）１　新株予約権１個当たりの目的たる株式の数（以下、「付与株式数」という。）は100株とする。

ただし、当社が当社普通株式の分割又は併合を行う場合には、付与株式数は次の算式により調整するものと

し、調整の結果１株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

調整後割当株式数 ＝
調整前割当株式数 × 調整前行使価額

調整後行使価額

また、当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事

由が生じたときは、資本の減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整

する。
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２　行使価額の調整

(1）当社は、本新株予約権の割当日後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社の発行済普通株式数に変更を

生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式（以下、「行使価額調整式」とい

う。）をもって行使価額を調整する。

 
既発行普通株式数 ＋

交付普通株式数 × １株当たりの払込金額

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
時価

既発行普通株式数 ＋ 交付普通株式数

(2）行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定める

ところによる。

①　本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の有す

る当社普通株式を処分する場合（無償割当てによる場合を含む。）（但し、新株予約権（新株予約権付

社債に付されたものを含む。）の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通

株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又

は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。）

調整後行使価額は、払込期日（募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場

合はその効力発生日とする。）以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を

与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。

②　株式分割により当社普通株式を発行する場合

調整後の行使価額は、当社普通株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。

③　本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権

付株式又は本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新

株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）を発行又は付与する場合

調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行

使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日（新株予約権の場合は

割当日）以降又は（無償割当ての場合は）効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受け

る権利を与えるための株主割当日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。

④　当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含

む。）の取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場

合

調整後行使価額は、取得日の翌日以降にこれを適用する。

(3）行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額との差額が１円未満にとどまる場

合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後に行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額

を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引

いた額を使用する。

(4）①　行使価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を切り捨てるものと

する。

②　行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日に先立つ45取引日目に始ま

る30取引日（終値のない日数を除く。）の金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値の

単純平均値とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を

切り捨てるものとする。

③　行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日が

ある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の１ヶ月

前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控

除した数とする。

(5）本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価

額の調整を行う。

①　株式の併合、資本の減少、会社分割、株式移転、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要とす

るとき。

②　その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必

要とするとき。

③　行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあた

り使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

(6）行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対

し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用開始日その他必

要な事項を書面で通知する。但し、適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適

用開始日以降速やかにこれを行う。
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３　本新株予約権の取得事由

本新株予約権の割当日以降、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値が20取引日連続して、

当該各取引日における行使価額の180％を超えた場合、当社は、当社取締役会が別途定める日（以下、「取

得日」という。）の２週間前までに本新株予約権者に対する通知又は公告を行うことにより、当該取得日に

おいて本新株予約権１個につき金420円で、当該取得日に残存する本新株予約権の全部又は一部を取得する

ことができる。なお、本新株予約権の一部の取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法として当社取

締役会が決定する方法により行うものとする。

４　組織再編行為時の取扱い

当社が、合併（合併により当社が消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転を

する場合の本新株予約権の取扱い

当社が、合併（合併により当社が消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転

（以下、総称して「組織再編成行為」という。）をする場合、当該組織再編成行為の効力発生の時点におい

て残存する本新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）を有する本新株予約権者に対し、会社法第

236条第１項第８号のイないしホに掲げる株式会社（以下、総称して「再編成対象会社」という。）の新株

予約権を、次の条件にて交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとす

る。

(1）交付する再編成対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する残存新株予約権の数を基準に、組織再編成行為の条件等を勘案

して合理的に決定される数とする。

(2）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編成対象会社の普通株式とする。

(3）新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数

組織再編成行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。

(4）新株予約権を行使することのできる期間

本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力が生ずる日のいずれか遅い日

から、本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(5）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第

17条第１項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし（計算の結果１円未満の端

数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。）、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額

を減じた額を増加する資本準備金の額に準じて決定する。

(6）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

行使価額を基準に組織再編成行為の条件等を勘案して合理的に決定される価額に、交付する新株予約権１

個当たりの目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる価額とする。

(7）その他の新株予約権の行使条件、新株予約権の取得事由及び取得条件

各本新株予約権の一部行使はできない。また、本新株予約権の取得事由は、上記３に準じて決定する。

(8）譲渡による新株予約権の取得の制限

新株予約権の譲渡による取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要するものとする。

(9）新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、これを切

り捨てるものとする。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金
増減額
（千円）

資本準備金
残高

（千円）

平成30年４月13日

（注）
633,000 16,513,800 125,017 3,230,542 125,017 1,370,110

（注）　平成30年４月13日の第三者割当増資による新株式の発行により、発行済株式総数が633,000株、資本金が

125,017千円、資本準備金が125,017千円増加しております。

発行価額395円、資本組入額197.5円、割当先はＯａｋキャピタル㈱及び菊川 曉であります。

（５）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（６）【議決権の状況】

　当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、

記載することができないことから、直前の基準日（平成30年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしてお

ります。

 

①【発行済株式】

平成30年６月30日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） － － －

完全議決権株式（その他）
普通株式

15,878,900
158,789

権利内容に何ら限定のない当社に

おける標準となる株式

単元未満株式
普通株式

1,900
－ －

発行済株式総数 15,880,800 － －

総株主の議決権 － 158,789 －

 

②【自己株式等】

　該当事項はありません。

 

２【役員の状況】

　該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について
　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について
　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（平成30年４月１日から平

成30年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成30年４月１日から平成30年６月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、海南監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

  （単位：千円）

 
前連結会計年度

(平成30年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成30年６月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 154,646 308,525

売掛金 74,328 68,103

前渡金 － 14,000

前払費用 17,434 16,588

その他 3,649 3,595

貸倒引当金 △167 △141

流動資産合計 249,891 410,672

固定資産   

有形固定資産 6,990 6,816

無形固定資産   

ソフトウエア 29 11

ソフトウエア仮勘定 231,729 259,881

権利金 － 12,228

その他 3,699 3,354

無形固定資産合計 235,458 275,475

投資その他の資産   

投資有価証券 580 722

長期貸付金 88,675 89,049

敷金及び保証金 6,381 6,369

長期前払費用 182,895 179,215

破産更生債権等 23,062 23,062

貸倒引当金 △20,303 △20,303

投資その他の資産合計 281,291 278,115

固定資産合計 523,740 560,407

資産合計 773,631 971,079

負債の部   

流動負債   

買掛金 2,759 2,759

未払金 46,537 57,128

未払費用 55,647 51,147

前受金 24,160 20,189

前受収益 33,951 34,700

未払法人税等 1,240 310

その他 2,040 3,189

流動負債合計 166,336 169,424

固定負債   

長期前受収益 233,916 226,325

繰延税金負債 100 144

退職給付に係る負債 124,695 130,086

長期預り保証金 44,222 62,234

固定負債合計 402,934 418,790

負債合計 569,270 588,214
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  （単位：千円）

 
前連結会計年度

(平成30年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成30年６月30日)

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,105,524 3,230,542

資本剰余金 1,754,370 1,876,146

利益剰余金 △4,174,838 △4,247,469

株主資本合計 685,055 859,219

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 228 326

為替換算調整勘定 △484,142 △489,652

その他の包括利益累計額合計 △483,914 △489,326

新株予約権 － 8,506

非支配株主持分 3,219 4,465

純資産合計 204,361 382,865

負債純資産合計 773,631 971,079
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
 前第１四半期連結累計期間
(自　平成29年４月１日
　至　平成29年６月30日)

 当第１四半期連結累計期間
(自　平成30年４月１日
　至　平成30年６月30日)

売上高 163,057 247,300

売上原価 58,847 71,630

売上総利益 104,210 175,669

販売費及び一般管理費 185,359 252,521

営業損失（△） △81,149 △76,852

営業外収益   

受取利息 1,273 1,439

為替差益 － 2,768

その他 603 89

営業外収益合計 1,877 4,297

営業外費用   

支払利息 613 844

為替差損 3,775 －

営業外費用合計 4,388 844

経常損失（△） △83,660 △73,399

特別利益   

固定資産売却益 193 －

新株予約権戻入益 5,680 －

特別利益合計 5,873 －

税金等調整前四半期純損失（△） △77,786 △73,399

法人税、住民税及び事業税 1,137 998

法人税等合計 1,137 998

四半期純損失（△） △78,924 △74,397

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △3,847 △1,767

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △75,077 △72,630
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【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
 前第１四半期連結累計期間
(自　平成29年４月１日
　至　平成29年６月30日)

 当第１四半期連結累計期間
(自　平成30年４月１日
　至　平成30年６月30日)

四半期純損失（△） △78,924 △74,397

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 55 98

為替換算調整勘定 3,581 △5,738

その他の包括利益合計 3,637 △5,639

四半期包括利益 △75,287 △80,037

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △70,543 △78,042

非支配株主に係る四半期包括利益 △4,743 △1,995
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【注記事項】

（継続企業の前提に関する事項）

　当社及び連結子会社（以下、「当社グループ」という。）は、前連結会計年度において営業損失260,912千円及び

親会社株主に帰属する当期純損失361,058千円を計上しております。また、当第１四半期連結累計期間において売上

高が前年同四半期に比べて51.7％増加し、247,300千円となったものの、営業損失76,852千円及び親会社株主に帰属

する四半期純損失72,630千円を計上しております。現在の低迷した売上状況が継続すれば営業損失が継続し資金繰り

に懸念が生じる可能性があります。当該状況等により継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況

が存在しております。

　当社グループは、当該状況を早期に解消又は改善すべく、以下の対応策を実施してまいります。

　まず、スマートフォンアプリ事業においてライセンスを獲得したゲームアプリ「Arcane（アーケイン）」及び、自

社グループ開発のゲームアプリ「Flyff Legacy（フリフレガシー）」のサービスを提供しております。また、ゲーム

アプリ「FOX-Flame Of Xenocide-（フォックス）」のライセンスを獲得し、提供準備を進めております。さらに、自

社グループ開発のPCオンラインゲーム「Rappelz（ラペルズ）」を題材としたゲームアプリ及び、他社RPGゲーム

「Immortal Warrior（日本リリース名：エターナルヒーロー）」のMMORPG版の早期開発を目指します。これらによ

り、提供するゲームアプリを増やし、スマートフォンアプリ事業の収益化に向けて注力してまいります。

　資金繰りにつきましては、当第１四半期連結累計期間に第三者割当による株式及び新株予約権を発行し、当面の事

業資金として258,541千円を調達いたしました。

　以上の施策を実施するとともに、今後も引続き有効と考えられる施策については、積極的に実施してまいります。

　しかしながら、これらの改善策を実施してもなお、今後の売上高及び利益の回復は、スマートフォン向けアプリの

開発の進捗状況、市場投入の時期、市場での競争激化による環境の変化等に左右されることから、現時点では継続企

業の前提に関する重要な不確実性が認められます。

　なお、当社グループの四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な

不確実性の影響を四半期連結財務諸表に反映しておりません。

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半

期連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

 
 前第１四半期連結累計期間
(自　平成29年４月１日
　至　平成29年６月30日)

 当第１四半期連結累計期間
(自　平成30年４月１日
　至　平成30年６月30日)

減価償却費 3,715千円 1,162千円

 

（株主資本等関係）

前第１四半期連結累計期間（自　平成29年４月１日　至　平成29年６月30日）

該当事項はありません。

 

当第１四半期連結累計期間（自　平成30年４月１日　至　平成30年６月30日）

１．株主資本の金額の著しい変動

　当社は、平成30年４月13日付で、Ｏａｋキャピタル㈱及び菊川 曉から第三者割当増資の払込みを受けまし

た。この結果、当第１四半期連結累計期間において資本金が125,017千円、資本準備金が125,017千円増加し、

当第１四半期連結会計期間末において資本金が3,230,542千円、資本準備金が1,370,110千円となっておりま

す。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成29年４月１日　至　平成29年６月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

    （単位：千円）

 報告セグメント
調整額
（注）１

四半期連結損益
計算書計上額　

（注）２ 日本 韓国 計

売上高      

(1）外部顧客への売上高 80,570 82,487 163,057 － 163,057

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高
6,755 17,087 23,842 △23,842 －

計 87,325 99,575 186,900 △23,842 163,057

セグメント損失（△） △37,661 △40,831 △78,492 △2,656 △81,149

（注）１．セグメント損失の調整額△2,656千円は、セグメント間取引消去であります。

２．セグメント損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

 

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成30年４月１日　至　平成30年６月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

    （単位：千円）

 報告セグメント
調整額
（注）１

四半期連結損益
計算書計上額　

（注）２ 日本 韓国 計

売上高      

(1）外部顧客への売上高 17,091 230,208 247,300 － 247,300

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高
5,430 11,153 16,583 △16,583 －

計 22,522 241,362 263,884 △16,583 247,300

セグメント損失（△） △49,344 △27,459 △76,804 △48 △76,852

（注）１．セグメント損失の調整額△48千円は、セグメント間取引消去であります。

２．セグメント損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

 

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
 前第１四半期連結累計期間
(自　平成29年４月１日
　至　平成29年６月30日)

 当第１四半期連結累計期間
(自　平成30年４月１日
　至　平成30年６月30日)

１株当たり四半期純損失金額（△） △4円74銭 △4円42銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純損失金額（△）

（千円）
△75,077 △72,630

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純損

失金額（△）（千円）
△75,077 △72,630

普通株式の期中平均株式数（株） 15,854,800 16,430,327

（注）１．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損

失金額であるため、記載しておりません。
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２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

平成30年８月９日

株式会社ガーラ

取締役会　御中

 

海南監査法人

 

 
指 定 社 員
業務執行社員

 公認会計士 溝口　俊一　　印

 

 
指 定 社 員
業務執行社員

 公認会計士 秋葉　陽　　　印

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ガーラ

の平成30年４月１日から平成31年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成30年４月１日から平成30

年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成30年４月１日から平成30年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸

表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レ

ビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ガーラ及び連結子会社の平成30年６月30日現在の財政状態及

び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な

点において認められなかった。

 

強調事項

　継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は前連結会計年度において営業損失260,912千円及び親会

社株主に帰属する当期純損失361,058千円を計上している。また、当第１四半期連結累計期間においても、営業損失

76,852千円及び親会社株主に帰属する四半期純損失72,630千円を計上している。現在の低迷した売上状況が継続すれば営

業損失が継続し資金繰りに懸念が生じる可能性があり、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在して

おり、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる。なお、当該状況に対する対応策及び重要な不確

実性が認められる理由については当該注記に記載されている。四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成されてお

り、このような重要な不確実性の影響は四半期連結財務諸表に反映されていない。

　当該事項は当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

 

（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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